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INTEGRITY EXCELLENCE RESPECT TEAMWORK INNOVATION

Asaf Cohen アサフ・コーエン
RGISインターナショナルCEO

従業員の皆さんへ

当社は棚卸サービスにおけるグローバルリーダーであり、従業員の皆さん一人一人が誠
実にプロとして、また、チームとして一丸となって勤務していただくことで企業としての成
功を最も享受することができます。この機会に、従業員の皆さんに当社の基本的な価値
観について改めてお伝えしたいと思います。

INTEGRITY ～誠実さ・高潔さ～
私たちは常に正しく行動します！約束を守り、説明責任を果たすという姿勢
は、私たちの前向きな姿を表しています。

EXCELLENCE ～卓越～
現状に常にチャレンジし続けます！常に高みを目指す姿勢は、私たちのDNA
の一部となっています。

RESPECT ～尊敬～
私たちは、自分がそうして欲しいと思うように他者に接します！一緒に働く仲
間やお客様を大切にする心が私たちの基本にあります。

TEAMWORK ～チームワーク～
私たちは共に力を合わせて取り組みます！協働が成功の秘訣であり、協力し
合うことでより多くを達成することができます。

INNOVATION ～イノベーション～
広い視野で考えます！ビジネスをより進化させるために新しい技術や考え方
を使って取り組むことに情熱を傾けています。

これらの基本的な価値観は、RGIS行動倫理規範の土台となるものです。今日の競争の
激しい国際市場において、これらの基本的な価値観にしっかりと向き合い日々実践する
ことがいつにも増して重要になってきています。この規範に則ることで当社は今後もお客
様に対して常に最高のサービスを提供し続けることができ、また、自らに課した高い倫理
基準を実現することができるのです。

この行動倫理規範に関して質問があるときや違法行為が疑われる場合は、いつでも法
務部門（generalcounsel@rgis.com）に問い合わせてください。会社及び会社が掲げる
価値観への皆さんの献身に感謝します。

敬具
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セクション

1
誠意・品位
OUR	INTEGRITY

なぜ行動倫理規範が必要なのか？
RGIS（以下、当社または会社）は、誠実さや高潔さを重視することで今日の姿を築き上げてきました。今後も棚卸サービス及び関
連するデータ収集・マーチャンダイジングサービスにおけるグローバルリーダーであり続ける上でこれらの価値観がその基礎と
なります。この行動倫理規範（以下、規範）は、当社の基本的価値観をより強固なものとし、倫理的行動の基準を明確に示すこと
を目的としています。この規範は、当社及びその世界中の子会社、すべての役員・従業員に適用されます。すべての従業員はこの
規範に目を通して内容を理解し、規範並びに関連法規・法令に則って行動することが求められます。

疑問を投げかけ、常識を働かせよう
皆さんが日々業務を行なう中で直面するすべての状況をこの規範内に網羅することはできません。そのため、皆さんには常識を
働かせて行動することを期待します。ある行動が非道徳的に見えるなど疑わしい場合には、自分自身に以下のような質問を問
いかけてみましょう。

•	 この行動は法律に反していないか？
•	 この行動は会社の基本的価値観と相反していないか？
•	 この行動は会社のルールや手順に則っているか？

もしこれらの問いかけに対する答えが一つでも「いいえ」であるならば、その懸念を報告しなければなりません。規範に対して質
問等がある場合は、あなたの上司や人事部門、法務部門に問い合わせてください。

利益の相反
会社は、すべての従業員が利益相反なく会社の利益を第一に考えて行動することを求めています。これは、従業員個人やその家
族、従業員の個人的なビジネスの利益が会社の利益と相反するような場合も含みます。家族の一員をサプライヤーや下請業者
として雇うことは、利益相反の一例です。すべての従業員は、可能な限り会社の利益と相反する状況を回避することが求められ
ています。相反を避けることが困難な場合は、速やかに経営陣にそのことを報告すべきです。利益相反が疑われる案件に役員が
関与する際は、RGIS役員会による承認が必要です。その他の該当事例は下記の通りです。

• 個人的なビジネスチャンス：　すべての従業員は、常に会社の正当な利益を追求することが求められます。会社を利用して個
人的な、または家族のビジネスチャンスを追求してはなりません。また、会社はその業務に関わるすべての知的財産、商標、ト
レードマーク、ロゴ、各種製品デザイン、ドメイン名等の権利を有します。すべての従業員は業務を通じて生じたすべての知的
財産権を会社に譲渡することに同意する必要があります。

• 競合関係：　すべての従業員は、会社と競合関係になることを禁止されており、競合他社に雇用されたりいかなるかたちであ
れ報酬を受け取ったりすることも禁止されています。限られた特定の場合を除き、すべての従業員は会社と業務関係にある
企業や会社と業務を行なおうとしている企業、競合関係にある企業と金銭的な利害関係を結ぶことを禁止されています。

• 副業： 　あなたは会社に対して主たる雇用責務を負っています。副業、家業、自営業、ボランティア活動などの業務外の活動
は、会社の業務と完全に区分する必要があります。会社から特別に承認を得ている場合を除き、会社の顧客やサプライヤー、
会社での業務時間や会社の企業名・資産・施設等の各種リソースを業務外の活動に活用することは禁止されています。
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利益の相反（続き）
• 家族の関与：　所属部門及び法務部門双方から特別に承認を得ている場合を除き、会社における立場を利用してあなたの
家族や家族が関わっている企業・団体に便宜を図ることは禁止されています。この規範の範疇において「家族」には、配偶者・
家庭内パートナー・子ども（養子・継子・被後見人を含む）・孫・両親・祖父母・兄弟姉妹・義両親・叔父／伯父・叔母／伯母・
姪・甥・いとこが含まれます。

• 職場における個人的な関係：　従業員同士の個人的な関係は、会社への忠誠や利益の相反等に悪い影響をもたらす可能性
があります。会社における立場を利用して家族や個人的な関係のある人に支払いや報酬、優遇的な措置等をすることは禁止
されています。また、同僚と恋愛関係にある場合は、直属の上司または法務部門への報告が義務付けられています。これらの
状況を把握することで、会社は利益の相反等が生じていないか判断することができ、問題が生じている場合には対応措置を
講じます。場合によっては、両者のいずれかを別業務や別部署に配置換えすることもあり得ます。配置換えや転勤に異議を唱
える場合は、自己都合による退職とみなされる場合があり、その他適切な解決方法が見いだせない場合は、いずれかもしく
は両者ともに退職勧告をする場合もあります。

問題・懸念事案の報告
※匿名での通報・相談も可能です。

RGISビジネス倫理ホットライン：
apacethics@rgis.com

上記アドレスにメール送付後、自動返信で送付される
質問票に記入して返送してください。

社内相談・通報窓口：
下記メールアドレスに必要事項

【氏名・所属（匿名も可）、相談・通報内容】
を記載して送付してください。

soudan@rgis.co.jp
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法的責任
OUR	LEGAL	DUTIES

適正競争・反トラスト法（独占禁止法）
当社は自由な競争の原則を重視しており、業務を遂行するにあたっては反トラスト法（独占禁止法）を順守しています。これらの
法律は自由競争の概念に基づいており、違法または不公平な行為によってその原則が脅かされることがあってはなりません。

以下の内容について、競合他社や当社もしくは競合他社に関わる第三者と話をすることは禁じられています：　過去及び現在、
将来における価格・価格の決定方針・各種リース金額・入札情報・値引き情報・利益・コスト・発表前の新製品情報・過去に開示
されたことのない手順等の情報・サービス契約内容・顧客情報等。

会社は、価格決定に携わる従業員または競合他社と直接やり取りをしている従業員が特に反トラスト関連問題に抵触する可能
性が高いと危惧しており、当該従業員は特に「RGIS反トラストポリシー」の内容を理解している必要があります。各種商業団体を
通じて競合他社と接触したり、価格等外部と話すことが禁じられている内容を話したりすることも禁止されています。

さらに詳しい情報は「RGIS反トラストポリシー」を確認してください。

腐敗防止・汚職防止
当社は世界中で倫理的に業務を遂行し、米国並びにその他の国における腐
敗・汚職防止法等の関連法規を順守しています。当社は、贈賄及び腐敗は一
切許容しません。米国海外汚職行為防止法、英国賄賂防止法及びその他の
国の同様の法律により、当社のすべての従業員は、仕事を受注したり意思決
定に影響を及ぼしたりするために賄賂やリベート、その他の不適切な報酬を
渡したり受け取ったりすることを禁じられています。

これらの法律は世界中のRGIS各社に適用され、違反があった場合は会社及
びあなた自身に対して罰金や収監などの厳しい罰則が科されることになり
ます。

賄賂は、報酬や贈答品、親切な行為、リベート、接待や旅行の提供など価値
のあるものすべて等様々なかたちをとり得ます。慈善事業への寄付や政治的
な寄付であっても、ビジネスの意思決定に影響を及ぼそうとする意図のもと
に行なわれればそれは賄賂とみなされます。	

各国に固有の習慣であっても、他社が行なっている慣習であっても、不適
切な行為は行わないよう注意してください。

同様に、直接的・間接的を問わず、少額（5,000円）を超えるか、または経営判断に影響を及ぼすと見なされるような贈答・謝礼・
接待などを提供もしくは受けることは禁じられています。RGISが業務上取引のあるいかなる者に対しても贈り物や有利な計ら
いを求めてはなりません。接待の場合は、参加にあたっての明確な目的が必要です。

会社の顧客やビジネスパートナー、サプライヤーやベンダーなどの第三者が当社に代わって賄賂を渡した場合でも当社がその
責任を問われる場合があります。ビジネスパートナーを選択する際は適切な注意を払い、過去に腐敗行為に関わったことのある
企業との取引は避けるようにしましょう。

下記の目的で金品を渡した
り要求したりすることは禁
止されています：
•	 意思決定を左右するため
•	 法律違反を促すため
•	 不正に利益を得るため
•	 政府や官僚の意思決定に影響を	
及ぼすため

•	 不正に業務を受注するため
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腐敗防止・汚職防止（続き）
すべての従業員に対して求められること：

•	 あなたのチームのメンバー全員が当規範内の腐敗防止・贈賄防止に関する内容を理解していること
•	 あなたのチームのメンバーが臆することなく声を上げられるような環境を作り上げること
•	 あなたのチームのメンバーに対して「是が非でも」「いかなる対価を払っても」結果を出すよう求めないこと
•	 腐敗の源泉となるようないかなる行為も見逃さず、疑わしい行為については法務部門に報告すること
•	 本規範に関する質問を受けた際は速やかに回答し、必要に応じて法務部門に連絡をすること

輸出規制・経済制裁
米国政府及び諸外国政府は、外交政策や国家安全上の様々な理由から経済制裁や輸出規制などの制限的な取引規制を課し
ています。例えば、国際兵器輸送規則（ITAR）や輸出管理規制（EAR）、米国財務省	外国資産管理局（OFAC）による経済制裁など
がその一例です。これらの法律は国や企業に対して様々な規制をかけるもので、その内容や対象は世界情勢に応じて日々刻々
と変化しています。現在、米国OFAC規制による経済制裁の対象国・地域はキューバ共和国、イラン・イスラム共和国（イラン）、北
朝鮮、スーダン共和国、シリア・アラブ共和国（シリア）、ウクライナのクリミア地域です。当社は、①これらの国・地域の政府・省庁・
機関、②これらの国・地域の管理下にある企業、③これらの国・地域の管轄下にあるまたは存在している個人や企業、④テロ活
動や大量殺戮兵器の拡散を支持する組織（OFACの特定国籍業者リストに記載されている組織）といかなる商取引をも行なうこ
とを禁止しています。

米国並びに国際連合、欧州連合は、いついかなるときも新たな制裁や規制を課す可能性があります。

会社のすべての従業員は、国籍や居住地を問わず米国の経済制裁及び輸出規制に従う必要があります。居住している国の現地
法がより緩やかな内容である場合も例外ではありません。さらに、これらの制裁・規制を犯す可能性のある第三者との業務を促進
することは、それがたとえ米国以外の国で行なわれる場合であっても禁止されています。禁止されている行為に会社が関わってい
ると少しでも疑わしく思った場合は、速やかに法務部門に連絡をしてください。

第三者によってもたらされるリスクを回避する
会社はサプライヤーやビジネスパートナーとの良好な関係の構築を推奨していますが、従業員個人がそれによって利益を享受
することは禁止しています。特に調達（製品、サービス、不動産等）に関わっている従業員やサプライヤー等各種サービスの提供
企業とやり取りをする従業員がその立場を悪用して個人的利益を得ることは固く禁じられています。

贈賄や利益相反の問題は、当社が外部企業にコンサルティング業務を委託する場合にも当てはまります。直接的・間接的かを問
わず、サプライヤーやコンサルタント、その他各種サービス提供会社から現金もしくは現金に相当する物品を受け取ることは固く
禁じられています。ビジネスパートナーを選択する際には適切な判断をし、贈賄やその他腐敗行為に関わったことのある企業と
の取引は避けるようにしましょう。

最後に、会社はサプライヤーが基本的な人権を尊重し、いかなる奴隷労働をも許容しないことを求めます。児童就労や強制労
働、人身売買に関与していることが疑われるサプライヤーの存在を知った場合は、速やかに法務部門に連絡をしてください。さら
に詳しい情報は「RGIS英国現代奴隷法ステートメント」を参照してください。
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多様性の受容／ハラスメント・差別行為
会社の最大の資産は従業員であり、会社は職場における多様性を重視しています。個々のユニークな経験や視点、能力を組み
合わせることで、様々な貢献やイノベーションを奨励する職場環境の構築が可能となります。そのため、従業員やこれから当社へ
の就職を希望する人を人種・皮膚の色・宗教上の信条・性別・ジェンダーアイデンティティや性的嗜好・障害・年齢・国籍・出自・遺
伝情報・兵籍及びその他法律によって保護されるべきすべての特性によって不当に差別したりハラスメントを行なったりしては
なりません。採用・昇進・昇給・懲罰・解雇等の決定は業務成績及び業務上正当な理由のみに基づいて行なわれるべきです。

当社はまた、ハラスメントや差別行為のない、互いを尊重し合える職場環境の維持に尽力しています。意図的であるかそうでな
いかは関係なく、不当なハラスメントや嫌がらせ、威嚇行為に繋がるいかなる行為をも固く禁じます。また、ハラスメントや差別行
為は職場だけではなく、オペレーションの現場や業務に関連する各種イベント・活動の場においても同様に禁止されています。

会社は、ハラスメントや差別行為に関するすべての善意ある報告を速やかかつ全面的に調査します。ここで言う「善意ある」とは、
報告されたハラスメントや差別行為の内容が正しいか否かは重要ではなく、報告を上げた本人が正しいと信じている情報を伝
えているということです。ハラスメントや差別行為に対して善意ある報告を上げた人物や調査に協力してくれた人物に対して報
復したり罰を与えたりすることは違法です。

職場における安全
会社はすべての従業員に対して安全かつ健康的な職場を提供することに尽力しています。すべてのチームメンバーは危険のな
い職場環境を与えられる権利を有しています。同様に、すべての従業員は安全に業務に従事し、すべての同僚が安全に従事でき
るよう助け合うことが求められます。

会社は以下の内容について真摯に取り組みます：
•	 すべての安全法規や規範及び社内の作業手順に則ります
•	 怪我の予防に向けた啓蒙資料を作成し周知徹底します
•	 安全講習や安全に関する手順・トレーニング、必要に応じて個人用保護具を提供します
•	 安全上の問題点が生じた場合は、適宜情報を共有します
•	 怪我の予防に努めます
•	 安全上の問題を報告した従業員に対して報復することは絶対にありません
•	 安全管理システム・手順・取り組み結果に関して常に改善を進めます

従業員は以下の内容について責任を負います：
•	 事故や怪我が発生した場合、危険な状況を発見した場合は、上司に速やかに報告を上げます
•	 会社の安全に関する規則をすべて理解します
•	 業務環境における危険のリスクを常に把握します
•	 訓練を受けた業務のみを行ないます
•	 社内ルール及び現地法に基づき、安全運転に努めます
•	 同僚が本人または他の人物を危険な状況にさらしているところを目撃した場合は速やかに報告します
•	 危険行動を犯した場合は、業績評価と同等に考課の対象となることを理解します
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品質・精度
従業員一人一人の、プロとして礼儀正しく、そして効率よくかつ正確に任務を遂行する能力に会社の成功がかかっています。顧客
は、正確なカウント結果を期待すると同時に、そのような結果を受領する権利も有しています。不正確な棚卸結果は顧客の決算
内容に影響を及ぼす恐れがあると同時に、会社の評判にも多大な影響を及ぼします。さらに、すべての業務はプロとして顧客の
期待に応えるレベルで行なわれる必要があります。会社は、顧客の声に耳を傾け真摯に対応することで顧客との関係をより強固
にしていかなければなりません。

業務記録
すべての従業員は、会社の業務記録として保管される情報を正確かつ誠実に記録する義務があ
ります。これらの帳簿及び業務記録は合理的に詳細なレベルで会社の資産・負債・売上・経費等
を正確に表している必要があります。記録を改ざんしたり、他者に改ざんを強要したりすること
は固く禁じられています。誤った情報や誤解を招きかねない情報を社内・社外監査人や顧問弁護
士、他の従業員、監視官等のいかなる人に対しても伝達することは犯罪とみなされ厳重な処罰
がくだされる可能性があります。

決算資料の作成に関わっている従業員は会社の内部統制・開示規則、一般に公正妥当と認めら
れている会計原則（GAAP）やその他の関連法規に則って行動することが求められます。会社の決
算情報は、実質的かつ公正・完全に会社のすべての商取引及び経営状況を反映していなければ
なりません。

最後に、法務部門の指示により訴訟ホールド（訴訟等に関する情報を保全すること）の対象となり得る資料、法規違反が疑われ
る資料、または政府機関の調査対象となり得る資料を破損・ねつ造・改ざんすることは禁止されています。資料の破損・ねつ造・
改ざんは、罰金または懲罰、司法妨害による起訴処分の対象となる可能性があります。

会社の資産
すべての従業員は会社の資産を保護し、適切に使用する義務があります。会社のすべての資産は有形・無形を問わず、使用を許
可された従業員及びその従業員が指名した者が、当社の業務に関連する用途のみで使用が可能です。あなたには会社の資産を
適切に扱う義務があり、会社のいかなる資産をも無断で貸与・販売したり寄付したりしてはなりません。会社のパソコンやネット
ワークを個人的な活動に利用することも禁止されています。

コミュニケーション・ソーシャルメディア
すべての報道関係者からの問い合わせは最高経営責任者（“CEO”）に報告してください。CEOの承認を得ずに報道関係者に対し
て話をすることは禁止されています。また、事前に人事部門から許可を得ずに会社に代わっていかなる情報もソーシャルメディ
アに投稿することは禁じられています。

承認を得て会社に代わってソーシャルメディアに投稿をする際は、攻撃的な言葉、品位を傷つけるような言葉や差別的な言葉を
使ったり、脅迫等の不適切かつ違法な行為を行なったりすることは禁止されています。本規範に含まれるすべての内容は、ソーシ
ャルメディアへの投稿時にも適用されます。

お客様は、正
確なカウント
結果を期待し
ていると同時
に、それを受領
すべき権利を
有しています。
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機密情報
競合他社にとって有益となり得る当社に関する非公開のすべての情報や、例えば棚卸の技術情報など公開されると会社及び顧
客に害を及ぼす恐れのある情報が機密情報にあたります。例え自分の家族に対してであっても、当社に関する機密情報は開示
してはなりません。また、会社から承認を得ている以外の用途で会社に関する機密情報を利用することも禁止されています。こ
れは就業中だけではなく退職後も継続して適用されます。

さらに会社は、個人を特定し得るような従業員の情報が不適切または未承認で使用されたり開示されたりすることがないよう
保護しています。あなた方も、共に働くチームメンバーの個人情報を保護するよう努めるべきです。社内においても、知る必要が
ある状況下を除き、いかなる理由であっても機密情報を開示したり使用したりしてはなりません。この機密保持義務は就業中だ
けではなく退職後も継続して適用されます。

データ・プライバシー保護
会社は、たとえその顧客と機密保持契約を締結していない場合であっても顧客に関する機密情報を法規に則り保護することに
尽力し、また、顧客に関する情報は厳重に保護します。従業員は、顧客に関する情報を例え自分の家族に対してであっても開示し
てはならず、また、顧客の情報を無断で利用することも禁止されています。この秘密保持義務は就業中だけではなく退職後も継
続して適用されます。

会社は、氏名・住所・銀行口座情報及びその他の個人識別情報等、顧客及び従業員の個人情報の保護に尽力しています。顧客ま
たは当該従業員の許可を得ている場合、法律や現地法で許容されている場合、または召喚状や令状等による政府命令である場
合を除き、無断で個人識別情報を開示することは禁止されています。

プライバシー保護法は国や地域によってその内容が大きく異なります。例えば、EU一般データ保護規則は米国の同様の法律と
比較しても大変厳しい内容となっています。その他の当社がビジネスを行なっている国々の中にも厳しい法律を課している国が
あります。そのため、住んでいる国や通常仕事をしている国の法律ではなく、実際に業務を遂行している国における法律に準拠
するようにしてください。EU一般データ保護規則やその他プライバシー保護法に関する質問がある場合は、上司または法務部
門に問い合わせてください。	

環境責任
当社は、社会的・環境的に責任のあるビジネスを遂行しています。責任ある社会の一員として業
務を遂行することは、会社の長期的な戦略という観点から見ても重要です。紙の使用の削減、可
能な限りリサイクルを推進、無駄なゴミの削減等の環境保全活動を推進するなど、当社は業務の
すべての側面において常に改善を重ねています。

薬物乱用
違法薬物や規制薬物、アルコールを就業中に摂取すると、本人のみならず会社や周りの従業員に
も多大な危害を及ぼす恐れがあります。処方されている薬を除き、就業中、出張中、または会社が
主催するイベント等の場において違法薬物・規制薬物・アルコールを保持・使用・配布・販売する
ことは固く禁じられています。違反した従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

また、すべての従業員は、出張時の勤務外時間における違法薬物やアルコールの摂取に関して会
社が定める各種規程に従うことが求められます。勤務時間外における違法薬物の使用は、職場の
健康や安全を損なう原因となります。	

当社は、社会
的責任を持っ
て行動すると
いう原則に基
づきビジネス
を推進してい
ます。
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不正行為についていつ報告を上げればよいのか？
規範及び各種関連法規の違反、または違反と疑われる行為を目撃した場合は速やかに報告を上げなければなりません。報告を
怠った場合、懲戒処分となる可能性もあります。さらに詳細な情報は、会社の内部通報手順書に記載されています。

不正行為についてどのように報告を上げればよいのか？
あなたの上司または人事部門・法務部門に速やかに連絡してください。または、RGISビジネス倫理ホットラインを通じて匿名で
通報することも可能です。

すべての報告・通報は、適用される法律が許容する範囲内において内密に取り扱われます。善意ある報告・通報をした従業員に
対して会社が報復することは絶対にありません。また、報告や通報をした従業員に対するハラスメントや嫌がらせも断じて許容
しません。もしあなたやあなたの同僚が報復や嫌がらせ、脅迫の対象となっていると感じた場合は、法務部門に速やかに連絡し
てください。

問題・懸念事案の報告
※匿名での通報・相談も可能です。

RGISビジネス倫理ホットライン：
apacethics@rgis.com

上記アドレスにメール送付後、自動返信で送付される
質問票に記入して返送してください。

社内相談・通報窓口：
下記メールアドレスに必要事項

【氏名・所属（匿名も可）、相談・通報内容】
を記載して送付してください。

soudan@rgis.co.jp


